
 

実施日 令和２年７月１５日 担当 諫早労働基準監督署 

労働時間相談・支援業務の積極的な活用を呼び掛けました。 

 

 諫早労働基準監督署（署長 竹永 剛）は管内の商工団会議所等の計８団体

に対し、中小企業である会員事業場に、当署に設置した「労働時間相談・支援

班」の活動をご紹介するために、別添のリーフレット「労働時間相談・支援班

が個別訪問（無料）により相談・支援を行います」を作成して配付しました。 

 どうぞ、働き方改革の促進と定着のために労働時間相談・支援班を積極的に

ご活用下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

（ 参照文書 ） 

  1 労働時間相談・支援業務の活用について(ご案内)(写) 

  2 リーフレット「労働時間相談・支援班のご案内」(諫早基準監督署) 

   

以上 

 


